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第２１５号 日本共産党の政策と活動をお知らせします あなたの声をお寄せください ２０２２年６月５日

連絡先
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（南知多町議会議員）
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携帯 090-2776-7529

日本共産党南知多支部

深
刻
な
物
価
高
騰
か
ら

暮
ら
し
を
守
ろ
う

円
安
の
影
響
を
受
け
て
物
価
が
高
騰
し
、
暮
ら
し
と
営
業
を
直

撃
し
て
い
ま
す
。
共
産
党
は
国
民
の
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
消
費

税
の
引
き
下
げ
等
の
緊
急
対
策
を
政
府
に
要
求
し
て
い
ま
す
。

南
知
多
町
で
は
５
月
27
日
、
臨
時
議
会
が
開
か
れ
、
コ
ロ
ナ
対

策
関
係
の
補
正
予
算
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
住
民
税
均
等
割
り
非

課
税
世
帯
へ
臨
時
特
別
給
付
金
10
万
円
と
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
５
万
円
が
事
業
費
と
一
緒
に
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
プ
ッ

シ
ュ
型
と
申
請
型
が
あ
り
ま
す
の
で
役
場
担
当
者
に
相
談
し
、
積

極
的
に
利
用
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

発行

<川柳コーナー>

プ
ー
チ
ン
は
核
を
使
う
ぞ
と
脅
し
、
そ
れ
に
呼
応
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘
に
必
死
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
日

本
の
一
部
の
政
治
家
た
ち
。
核
に
核
で
対
抗
す
れ
ば
地
球

は
終
わ
り
。
核
兵
器
廃
絶
に
こ
そ
力
を
尽
く
せ
。

住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金

１
世
帯
あ
た
り
10
万
円

※
実
施
に
係
る
事
務
費
に
つ
い
て
も

全
額
国
庫
負
担

〔
支
払
い
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
〕

①

低
所
得
の
ひ
と
り
親
世
帯
：
令
和

４
年
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
６
月
ま

で
に
支
給
（
申
請
不
要
）

※
直
近
で
収
入
が
減
少
し
た
世
帯
等
に

つ
い
て
も
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に

支
給
（
要
申
請
）

②

そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
：

令
和
４
年
４
月
分
の
児
童
手
当
又
は

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者
で
、

令
和
４
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割
が

非
課
税
で
あ
る
者
に
つ
い
て
、
課
税

情
報
が
判
明
し
た
の
ち
、
可
能
な
限

り
速
や
か
に
支
給
（
申
請
不
要
）

※
右
記
以
外
の
者
の
う
ち
、
令
和
４
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で

あ
る
者
で
養

育
が
高
校
生

の
み
の
世
帯

に
支
給

（
要
申
請
）

南知多町は国基準で３級地の基準で
評価されます。当てはまる世帯は、本
人世帯からの申請が必要となります。

核
の
な
い
平
和
な
世
界
を
夢
に
見
る

コ
ロ
ナ
禍
の
生
活
が
大
変
な
非
課
税

世
帯
に
１
世
帯
あ
た
り
10
万
円
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
令
和
３
年
度
中
に
支
給
さ

れ
て
い
る
世
帯
は
対
象
か
ら
外
れ
ま
す
。

（
１
７
４
３
世
帯
）

（
１
）
支
給
対
象
世
帯

◎
世
帯
全
員
の
令
和
４
年
度
「
住
民

税
均
等
割
が
非
課
税
」
の
世
帯

令
和
４
年
６
月
１
日
時
点
で
住
民
登

録
の
あ
る
方
へ
確
認
書
が
届
く
。

（
要
返
送
）

◎
家
計
急
変
世
帯

（
令
和
４
年
１
月
以
降
の
収
入
が
減

少
し
「
住
民
税
非
課
税
相
当
」
の
収

入
に
な
っ
た
世
帯
）
→
９
／
30
ま
で

に
申
請
が
必
要

（
下
表
参
照
）

（
２
）
予
定
世
帯
数

住
民
税
均
等
割
り
非
課
税
世
帯

・
・
・
４
５
０
世
帯

家
計
急
変
世
帯
・
・
・
50
世
帯

合
計

５
０
０
世
帯
×
10
万
円

＝
５
０
０
０
万
円

（
３
）
補
正
予
算
額

事
務
費
・
人
件
費
・
給
付
金

合
計

５
４
２
１
万
２
千
円

◎

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、
食
費
等

の
物
価
高
騰
等
に
直
面
す
る
低
所
得
の

子
育
て
世
帯
に
対
し
、
特
別
給
付
金
を

支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
実
情
を

踏
ま
え
た
生
活
の
支
援
を
行
う
。

（
１
）
支
給
対
象
者

①

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
等
（
低
所
得

の
ひ
と
り
親
世
帯
）(

県
が
支
給)

・
・
・
１
２
９
人

②

①
以
外
の
令
和
４
年
度
分
の
住
民
税

均
等
割
が
非
課
税
の
子
育
て
世
帯

（
そ
の
他
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
）

※
②
の
対
象
と
な
る
児
童
の
範
囲
は
①
と

同
じ
（
18
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
児
童

（
障
害
児
の
場
合
は
20
歳
未
満
）

・
・
・
２
０
６
人

（
２
）
町
か
ら
の
給
付
額

児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

２
０
６
人
×
５
万
＝
１
０
３
０
万
円

（
３
）
補
正
予
算
は

事
務
費
・
人
件
費
を
入
れ
て

１
２
０
５
万
１
千
円
可
決

（
４
）
費
用

全
額
国
庫
負
担
（
10
／
10
）

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
へ
の
生
活
支
援
特
別
給
付
金

子
ど
も
１
人
あ
た
り
５
万
円

単身または
扶養親族

非課税相当
限度額

（収入額ベース）

非課税限度額

（所得額ベース）

いない ９３．０万円 ３８．０万円

１名 １３７．８万円 ８２．８万円

２名 １６８．０万円 １１０．８万円

３名 ２０９．７万円 １３８．８万円

４名 ２４９．７万円 １６６．８万円

障がい者、寡婦、
ひとり親、未成
年の場合

２０４．４万円 １３５．０万円

５月臨時議会報告


